
岩倉市認可外保育施設指導調査実施要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

５９条第１項並びに「認可外保育施設に対する指導監査の実施について」（平成１４年

７月１２日付け雇児発第０７１２００５号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）、

「ベビーホテル問題への積極的な取組について」（平成１３年３月２９日付け雇児発第

１７８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）及び「認可外保育施設指導基準を

満たす旨の証明書の交付について」（平成１７年１月２１日付け雇児発第０１２１００

２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき指導調査を実施することによ

り、認可外保育施設について、適正な保育環境が保たれているかを確認し、もって入

所児童の安全確保及び健康保持を図ること（特に、ベビーホテル（夜８時以降の保育

又は宿泊を伴う保育を常時運営している認可外保育施設及び市が確認できた日におけ

る利用児童数のうち一時預かりの児童が半数以上占めている認可外保育施設をいう。）

については、児童の生命の安全及び健康の保持のため、長期間入所している児童の把

握に努めるなど、積極的な対策を講じること）を目的とする。 

 （対象） 

第２条 指導調査の対象は、法第５９条の２第１項に基づく設置届出対象であるか否か

を問わず、全ての認可外保育施設とする。 

 （方法及び回数） 

第３条 指導調査は、運営状況報告書の徴収及び実地指導調査により実施するものとす

る。 

２ 運営状況報告書の徴収は、年１回以上実施するものとする。なお、当該報告書の様

式については、法第５９条の２第１項に基づく設置届出対象施設（以下「届出対象施

設」という。）については、岩倉市認可外保育施設指導調査実施要綱（平成２０年４月

１日施行）第３条に定める様式第４によるものとし、届出対象施設以外の認可外保育

施設については、別紙様式１「認可外保育施設運営状況報告書」によるものとする。

当該報告の期限については、別途通知するものとする。ただし、次の場合は、随時、

特別に報告書を徴収するものとする。 

  (1) 運営状況報告の内容に疑義がある場合 

  (2) 事故等が生じた場合 

  (3) 長期滞在児がいる場合。なお、ベビーホテルに長期間家庭に引き取られていな

い児童又は週末のみ引きとられている児童があるときは、速やかにその児童及び

保護者の氏名、住所、家庭の状況等について報告をさせるものとする。 

  (4) 児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合    

３ 実地指導調査は、ベビーホテルについては年１回以上を、その他の認可外保育施設

については３年に１回以上を年次計画に基づき別紙様式２「認可外保育施設実地指導

調査表」により実施するものとする。ただし、届出対象施設以外の施設については、

前項に定める運営状況報告書の徴収のみとし、実地指導調査を行わないことができる

ものとする。 

４ 実地指導調査に当たっては、調査、質問等は、原則として設置者又は管理者に対し

て行うものとする。この場合において、必要に応じて保育従事者や利用児童の保護者

から事情を聴取するものとする。なお、ベビーホテルにあっては、長期入所児童の把

握に努めるものとし、当該児童の存在が明らかとなった場合は、速やかに児童相談所

等と適切な連携を図るものとする。 

５ 施設への実地調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の



設置者等の事務所に対して調査を実施するものとする。 

６ 重大な事故が発生した場合等、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認めら

れる場合は、随時、特別実地指導調査を行うものとする。 

 （実地指導調査の実施計画の策定）    

第４条 実地指導調査の実施計画は、毎年度当初に策定するものとする。 

２ 実知指導調査の実施計画を策定するに当たっては、毎年度の指導調査結果等を勘案

して、当該年度の効果的実施について十分留意するものとする。また、必要に応じて、

消防部局、健康福祉部局等と施設名簿や既実施の指導調査結果の情報交換を行う等連

携を図るものとする。 

３ 実地指導調査の実施時期については、その指導調査の対象となる認可外保育施設に

おける諸般の事情等を考慮して決定し、その期日を事前通告するものとする。ただし、

前条第５項に定める特別実地指導調査においては、この限りでない。 

 （実地指導調査の編成） 

第５条 実地指導調査班は、原則として子育て支援課職員２名以上をもって編成するも

のとする。なお、ベビーホテルについては、必要に応じて、消防機関等の職員を加え、

班を編成するものとする。 

 （証明書の交付等） 

第６条 実地指導調査の結果、別添「認可外保育施設指導監査基準」（以下「指導監督基

準」という。）の全項目について適合していることを確認した場合は、その旨通知す

るとともに、届出対象施設設置者に対しては、岩倉市認可外保育施設指導調査実施

要綱第７条に定める様式第９による「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証

明書」（以下「証明書」という。）を交付するものとする。   

２ 「指導監督基準」Ｂ判定の事項（指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な

事項であって改善が容易と考えられるもの）については口頭指導とし、口頭指導のみ

の施設設置者に対しては、おおむね２週間程度の回答期限を付して文書による報告を

求めるものとする。その際、届出対象施設設置者に対しては、期限までの改善を条件

に証明書を交付するものとする。ただし、Ｂ判定の事項であっても、以前の実地指導

調査において指摘がなされたことがあり、新たな実地指導調査によっても再度指摘が

行われる場合等、児童の安全確保の観点から特に注意を促す必要がある場合は文書指

導を行うものとする。 

３ 「指導監督基準」Ｃ判定の事項（指導監督基準を満たしていない事項で、Ｂ判定以

外のもの）については文書指導によることを原則とし、施設設置者に対しては、おお

むね１か月程度の回答期限を付して文書による報告を求めるものとする。 

４ 指導事項の改善状況報告を確認することにより、当該施設が指導監督基準の全項目

について適合していることが確認できた場合には、証明書を交付するものとする。 

５ 証明書の交付を受けた者が第３条第２項及び第５項に定める実地指導調査、特別実

地指導調査等により、証明書交付の要件を満たさなくなった場合には、証明書の返還

を求めるとともに、当該返還を求めた日付について記録を残すものとする。 

６ 第３条第２項に定める実地指導調査により、新たに証明書を交付する場合には、先

に交付した証明書を回収するものとする。 

７ 市は、該当施設に証明書を交付した事実についてインターネットへの掲載等により

公表するものとする。 

８ 証明書を紛失等した当該施設の設置者は、証明書の再発行を求めることができるも

のとする。ただし、再交付を受けた後、紛失した証明書を発見したときは、直ちに発

見した証明書を返還しなければならない。 

 



  附 則 

この要領は、平成２０年４月 1日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年４月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１（第３条関係） 

 

認可外保育施設運営状況報告書（平成  年  月  日現在） 

 

平成  年  月  日 

岩倉市長        殿 

 

施設設置経営者                 

住  所                   

氏  名              印    

１ 基本事項 

施 設 名  

施 設 所 在 地 〒 

施 設 電 話 番 号  

最 寄 駅       線      駅    バス・徒歩     分 

設 置 者 名  

設 置 者 住 所 〒 

設置者電話番号  

事業所開始年日  

管 理 者 氏 名  

管 理 者 住 所 〒 

系 列 施 設  有（県内  か所・県外  か所［直営店・FC］） ・  無 

注 管理者氏名は、施設長等貴施設における、保育の実施責任者の氏名及び職名を記入するこ 

 と。 

２ 建物設備の状況 

建 物 の 構 造       造      ㎡    階建の     階部分 

建 物 の 形 態  雑居ビル ・ 集合住宅 ・ 個人住宅 ・ 専用建物 ・ その他（  ） 

区 分 部屋の室数・面積 採光・換気 2 階以上の場合 

非  常  口 （有・無） 

非 常階 段 （有・無） 

転落防止設備 （有・無） 

乳  児  室 
      室 

      ㎡ 
適・不適 

保  育  室 
      室 

      ㎡ 
適・不適 

施設付近の公園等の状況 

公  園（有・無） 

有の場合（    公園） 

    （徒歩   分） 

調  理  室 
      室 

      ㎡ 

（手洗設備） 

有・無 

そ  の  他 
      室 

      ㎡ 
― 

合 計       ㎡ ― 遊具の種類（        ） 

便 所 の 状 況 

 手 洗 設 備 （有・無）   消毒液・石鹸等 （有・無） 

便所の数 

児童用  大  個、 小  個、 大小兼用  個 

職員用  大  個、 小  個、 大小兼用  個 

 ※ オマルの数   個 

敷 地 面 積         ㎡ 屋 外 遊 戯 場 有（   ㎡）・無 

注 便所の数は、児童用は特になく、職員と共用の場合は職員用に計上のこと。 



３ 非常災害計画等 

非常災害計画書 避 難 訓 練 の 実 施 状 況 実施後の記録 消 火 器 具 

 

有 ･ 無 

 

月 1 回 

    ・ 未実施 ・ その他 

以 上 

 

有 ・ 無 

 

消火器 個 

消火栓 個 

注１ 非常災害計画書とは、火災・地震等に対する避難訓練の計画書をいうものであること。 

 ２ 非常災害計画書の写しを添付すること。 

 

４ 開所時間 

 通常開所時間 時間外（延長）開所時間 備   考 

平   日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

土 曜 日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

日 曜 日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

祝   日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

休 業 日  

注１ 時間については、２４時間制で記入すること（例・午後６時の場合 18:00 と記入）。 

 ２ 常時２４時間開所している場合は、備考欄に「２４時間開所」と記入すること。 

 

５ 提供するサービスの内容 

利 用 形 態 受 入 対 象 年 齢 

 月極預かり    ～   才、   学童（有・無） 

 一時預かり    ～   才、   学童（有・無） 

 夜間保育    ～   才、   学童（有・無） 

 ２４時間保育    ～   才、   学童（有・無） 

 病時保育    ～   才、   学童（有・無） 

 障害児保育    ～   才、   学童（有・無） 

 その他（        ）    ～   才、   学童（有・無） 

     該当するものに○をうつこと。 

 

６ 保育料 

区  分 月  額 日  額 時間単価 
その他必要な料金 

料 金 内 容 

昼  間      円      円      円      円  

夜  間      

宿  泊      

２４時間      

注 １ 「その他必要な料金」とは、給食費、入会金、キャンセル料等をいうものとする。 

  ２ 記入の替わりに、料金一覧表を添付しても差し支えないこと。 

 

７ 入所定員の状況 

① 定員数 

区  分 0 歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 
5 歳 

以上 
学童 計 

入所定員   人   人   人   人   人   人   人   人 

注 定員について特に定めがない場合には、貴施設において職員配置や設備の面を考慮して、 

 同時に保育を行うことが可能な人数を記入すること。 



② 定員の規定方法 

  （ 約款 ・ パンフレット ・ その他（     ） ・ 規定なし ） 

 

 注 規定がある場合、約款等の写しを添付すること。 

③ 入所対象児童 

限定の有無 有  ・  無 

限定有りの場合 

 

右の１～３のうち、 

該当するものに 

○をうつこと。 

１ 企業もしくは病院において勤務している者の乳幼児のみ 

 

２ 店舗等(デパート、美容院、自動車教習所等)の顧客の乳幼児のみ 

 

3 その他（                        ） 

注 原則入所児童を限定している場合でも、実際その児童以外の児童を保育している場合はそ 

 の旨を欄内余白に記入し、報告書作成時の当該児童数を記入すること。 

 

８ 在籍児童数（実績） 

区    分 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 
５歳 

以上 
学童 計 

１ 
一時 

預り 

１日のうち数時間 

預かるもの 

 人  人  人  人  人  人  人  人 

２ 昼間 

引 き 取 り 時 間 が  

午後 8 時までのもの 

(保育所とほぼ同様) 

        

３ 夜 
引 き 取 り 時 間 が  

午後 10 時までのもの 

        

４ 深夜 
引 き 取 り 時 間 が  

午前 2 時までのもの 

        

５ 宿泊 
引 き 取 り 時 間 が  

午前２時を超えるもの 

        

６ 
長期

滞在 

24 時間を超えて 

続けて預かるもの 

        

合     計 
        

 

９ 退所児童の状況 

区  分 
認可保育所へ

行 っ た も の 

幼稚園へ 

行ったもの 

小学校へ 

行ったもの 

家 庭 で 

保  育 
そ の 他 計 

退所児童数 
    人     人     人     人     人     人 

注 報告日の属する月より前の１年間の状況について記入すること。 

 



１０ 職員配置数について 

区  分 
保育従事者 

（有資格） 

保育従事者 

（無資格） 

その他職員 

（   ） 

 

職員配置数 

（実績） 

 

(Ｈ . . .現在) 

 

8:00～20:00 人 人 人 

20:00～2:00 人 人 人 

2:00～8:00 人 人 人 

 

 

職員配置数 

(今後の予定) 

 

 

8:00～20:00 人 人 人 

20:00～2:00 人 人 人 

2:00～8:00 人 人 人 

注１ 配置数は実績、予定とも、当該施設の有資格保育従事者、無資格保育従事者、その他 

  職員のそれぞれの 1 日の勤務延べ時間数の合計を８で除いて得た数を書くこと。 

 ２ 保育従事者の有資格者とは、保育士又は看護師の資格をもつ者とする。 

 

１１ 保険の加入状況 

加 入 の 有 無   有  ・  無 

加
入
保
険
に
つ
い
て 

保険の種類 損害賠償保険 ・ 障害保険 ・ その他（      ） 

保 険 事 故 

（内 容） 

 

保 険 金 額 
 

注 保育する乳幼児に関して契約しているものについて記入すること。 

 

１２ 提携する医療機関の状況 

提 携 の 有 無   有  ・  無 

提
携
す
る
医
療
機
関 

名  称  

所 在 地 
〒 

提携内容 

 

 

 

 



１３ 安全・衛生管理の状況 

安 

全 

管 

理 

施設内の安全管理    適  ・  不適 

 

※ 下記の箇所に危険物がない、放置物品がない、 

児童の進入防止策がある場合は適、欠けている 

ときは不適とすること。 

 

(保育室  玄関  非常口 階段  通路 

 窓  台所  便所  浴室  ベランダ） 

暖房器具の固定、燃焼部の覆い 

       （ 適 ・不適 ） 

電気・ガスコンセントの危険防止策 

       （ 適 ・不適 ） 

書庫、タンス、ピアノ等の転倒防止 

       （ 適 ・不適 ） 

棚等からの落下物防止 

       （ 適 ・不適 ） 

衛 

生 

管 

理 

保育室の 

清掃方法・回数 

 哺乳瓶の 

消毒・保管 

 

便所の 

清掃方法・回数 

 衣類の 

洗濯・消毒方法 

 

調理室の 

清掃方法・回数 

 寝具の 

乾燥・消毒方法 

 

食器の 

消毒・保管 

 玩具類の 

洗濯・消毒方法 

 

 

１４ 給食の状況 

区   分 朝   食 昼   食 夕   食 お や つ 

乳   児 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

幼   児 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

 

保育施設での調理 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

調 理 無 の 場 合 
保護者持込の弁当・業者納入の弁当・社員食堂(病院の給食部門)で 

                 調理 

調理

有の

場合 

献    立 有（作成者           ）・    無 有 ・ 無 

保存食の実施 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

 

１５ 児童の健康管理状況 

① 健康診断の状況 

区   分 第  １  回 第  ２  回 

入 所 時 

施設で実施 ・ 診断書の提出 ・ 

母子健康手帳で確認 ・ 未実施 

(未実施以外の場合：個人記録 有・無) 

 

定   期 

施設で実施（  月  日） ・ 

診断書の提出・母子健康手帳で確認 

・ 未実施 

(未実施以外の場合：個人記録 有・無) 

施設で実施（  月  日） ・ 

診断書の提出・母子健康手帳で確認 

・ 未実施 

(未実施以外の場合：個人記録 有・無) 

注 定期区分においては、直近の実績を記入すること。 



② 健康状態の観察方法（該当するものに○をつけること。） 

区    分 受入時 日 中 降園時 
方    法 

視 診 連絡帳 その他 

毎日行っている 
      

そ  の  他 
      

 

③ 屋外遊戯・外気欲の状況（該当するものに○をつけること。） 

区    分 方 法 （ 具 体 的 に 記 入 ） 

 
毎日行っている 

 

 
毎日行っていない 

 
そ  の  他 

 

④ 日常の保育に必要な主な医薬品の状況 

（用具については、あるものに○をつけ、薬品については、あるものを記入すること。） 

 

体温計 ・ 浣腸器 ・ 氷枕 ・ 氷のう ・ 湯たんぽ ・ カイロ ・ 吸入器 

 

ピンセット ・ はさみ ・ 毛抜き ・ 綿棒 ・ 脱脂綿 ・ 絆創膏セロテープ 

 

油紙 ・ ガーゼ ・ 滅菌ガーゼ ・ 包帯 ・ 三角巾 ・ 副木 

 

薬品（                                    ） 

 

 

１６ 職員の健康管理状況 

① 健康診断の状況 

採 用 時 
施設で実施 ・ 診断書の提出 ・ 未実施 

（未実施以外の場合：個人記録保存 有 ・ 無 ） 

定   期 
施設で実施（  月  日） ・ 診断書の提出 ・ 未実施 

（未実施以外の場合：個人記録保存 有 ・ 無 ） 

 

② 調理に従事する職員の検便実施状況（該当するものに○をつけること。） 

区   分 実 施 回 数 直 前 2 回 の 実 施 状 況 

 
実施している 年・月  回  月   日 ・   月  日 

 

実施していない 

  

 



１７ 保育日誌・保育計画等の整備状況 

保 育 日 誌 有 ・ 無 

保 育 計 画 有（年間計画・月案・週案・デイリープログラム） ・ 無 

緊 急 連 絡 表 有 ・ 無 

個 別 児 童 票 有（家庭状況 既往症 健康状況 成長記録 健康診断記録） ・ 無 

職 員 名 簿 有（履歴書・資格証明書等） ・ 無 

 

１８ 施設の平面図・・・別紙１に記入のこと。 

 

１９ 保育従事者の状況・・・別紙２に記入のこと 



別紙１ [１８ 施設の平面図] 

 

注１ 前年度と変更がない場合であっても記載の上、提出すること。 

 ２ 概略図でよいこと（既存のものがあれば、それを添付してもよいこと）。 

 ３ 各室名及び各室の面積を平面図上に記入すること。 

 ４ 消火器は○印を、消火栓は「栓」の字を平面図上に記入すること。 
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別紙２ [１９ 保育従事者の状況（平成２２年４月１日現在）] 

職  名 
年

齢 

資格の 

有 無 
（資格番

号） 

常 

勤 

非常

勤 

勤 務 

時 間 

出    勤 

備     考 
週の出

勤日数 
休日勤務の有無 

    ～    

    
～ 

   

    
～ 

   

    ～    

    
～ 

   

    ～ 
   

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

注１ 経営者でも保育又は給食、調理に従事する場合は記入すること。また、調理を担当する者に

ついては、備考に「調理」と記入すること。 

 ２ 資格については、保育士又は看護師資格を有する場合に記入すること。幼稚園教諭免許の

み取得している者については、備考にその旨記入すること。 

 ３ 常勤職員とは、一日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤務する者のことをいう。 

 ４ 勤務時間については、24 時間制で記入し、主となる勤務時間について記入すること。 
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別紙様式２（第３条関係） 

 

 

   年度 
 

 

認 可 外 保 育 施 設 

実 地 指 導 調 査 表 

 

 １日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設用 
 

 

 

施設名  

施設種別 
種別（ベビーホテル・一般・企業主導型保育事業・ 

   事業所内保育施設・院内保育施設） 

調査年月日   年  月  日（  ） 

 
 

 

 

調 査 班 

 

          職 名            氏 名 

 

子 育 て 支 援 課                            

                                       

                                      

                         

      市町村                            

 

        課                            

                              

                                     

                         

                                      

                                      

                                     
                                      

                        施設名              
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指   導   事   項 文書・口頭 
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１ 施設設置者及び管理者の状況 

施  設  名  

入 所 定 員 数             人 

施 設 所 在 地 〒 

施設電話番号  

最 寄 駅        線      駅   バス・徒歩      分 

設 置 者 名  

設 置 者 住 所 〒 

設置者電話番号  

事業開始年月日  

管 理 者 氏 名 
注 施設長等貴施設における、保育（現場）の実施責任者の氏名及び職名を記入すること。 

 

 

管 理 者 住 所 〒 

系 列 施 設 有（県内  か所・県外  か所[直営店・ＦＣ]） ・  無 

 

２ 建物・設備の状況 

建 物 の 構 造            造            ㎡         階 建 の       階 部 分 

建 物 の 形 態 雑居ビル ・ 集合住宅 ・ 個人住宅 ・ 専用建物 ・ その他（  ） 

区     分 部屋の室数・面積 採光・換気 非 常 口        （ 有・無 ） 

２階以上の場合 

非 常 階 段        （ 有・無 ） 

転落防止設備  （ 有・無 ） 

乳  児  室 
       室 

       ㎡ 
適 ・ 不適 

保  育  室 
       室 

       ㎡ 
適 ・ 不適 

施設付近の公園等の状況 

   公    園（ 有 ・ 無 ） 

 有の場合（          公園） 

           （徒歩         分） 

調  理  室 
       室 

       ㎡ 

（手洗設備） 

有・無 

そ  の  他 
       室 

       ㎡ 
－ 

合    計        ㎡ － 遊具の種類（         ） 

  便 所 の 状 況 

○手 洗 設 備  （ 有・無 ）    ○消毒液・石鹸等  （ 有・無 ） 

○便器の数  
 

児童用  洋式   器、和式   器、男子小用   器 

※オマルの数     器 

職員用    洋式   器、和式   器、男子小用   器 

敷 地 面 積                   ㎡ 屋 外 遊 戯 場 有（        ㎡）・無 
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 ─    

① 月 日の預かり児童数（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 
０歳 

 

１歳 

 

２歳 

 

３歳 

 

４歳 

 

５歳 

以上 
学童 計 

１ 
一時 

預り 

１日のうち数時間 

 預かるもの 

  人   人   人   人   人   人   人 

   

    人 

２ 

月 
 

極 
 

め 
 
 
 

契 
 

約 

昼

間 

引き取り時間が 

午後８時までのもの 
（保育所とほぼ同様） 

        

３ 夜 
引き取り時間が 

午後10時までのもの 

        

４ 
深

夜 

引き取り時間が 

午前２時までのもの 

        

５ 
宿

泊 

引き取り時間が午前

２時を超えるもの 

        

６ 

長

期

滞

在 

２４時間を超えて 

続けて預かるもの 

        

月極契約乳幼児数計 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  

総児童数計 

（一時預り＋月極契約計） 

a b c d e f g  

 

 
 ※計算上 2 人を下回った場合は、必要保育従事者数は原則 2 人となります。 

＜月極契約乳幼児数について＞ 

区 分 必要保育従事者数 備 考 

０歳児（①） 

１，２歳児（②＋③） 

３歳児（④） 

４歳以上児（⑤＋⑥＋⑦） 

(    )人×１／３＝    人 

(    )人×１／６＝    人 

(    )人×１／20＝    人 

(    )人×１／30＝    人 

小数点第 2 位切り捨て 

計          人※ 単純に積み上げる 

 （端数処理）        人 ※の小数点第 1 位四捨五入 

 

＜総児童数について＞ 

区 分 必要保育従事者数 備 考 

０歳児（a） 

１，２歳児（b＋c） 

３歳児（d） 

４歳以上児（e＋f＋g） 

(    )人×１／３＝    人 

(    )人×１／６＝    人 

(    )人×１／20＝    人 

(    )人×１／30＝    人 

小数点第 2 位切り捨て 

計          人※ 単純に積み上げる 

 （端数処理）        人 ※の小数点第 1 位四捨五入 

 

※年齢は「学年」（３月３１日基準）で記載してください。 
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 ─ ⅝    

 

① 保育時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ⌐ ∆╢ ─ ⅔╟┘     
 

  

 

① 保育に従事する者の数は、不足していないか。 

         （月極契約乳幼児数に対して） 

 

（総乳幼児数に対して） 

 

 

 いる・いない 

 

 

児童在籍（出席）

簿、職員出勤簿、

ローテーション

表、給料明細書 

   

  

 いる・いない 

 

   

 

② 常時、保育に従事する者が複数配置されている

  か。また、主たる開所時間を超える時間帯につ

  いては、現に保育されている乳幼児が１人であ

  る場合を除き、常時、２人以上の保育に従事す

  る者を配置しているか。 

   

 

 いる・いない 

 

 

児童在籍（出席）

簿、職員出勤簿、

ローテーション

表、給料明細書 

   

 

③ 保育に従事する者の概ね３分の１（保育に従事

  する者が２人の施設又は主たる開所時間を超え

る時間帯で現に保育されている乳幼児が１人であ

り、保育に従事する者が１人配置されている時間帯

にあっては１人）以上は、保育士または看護師（准

看護師を含む）の資格を有しているか。 

（月極契約乳幼児数に対して） 

 

 

（総乳幼児数に対して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いる・いない 

 

 

資格証明書（写

し） 

   

 

 いる・いない 

 

   

 

④ 保育士登録証を持っていない者を保育士又は保

母、保父等これに紛らわしい名称で使用していない

か。 

 

 いる・いない 

 

 

 

   

 
通常開所時間 時間外(延長)開所時間 備 考 

平  日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

土 曜 日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

日 曜 日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

祝   日 ：  ～  ： ：  ～  ：  

休 業 日 
 

※ 時間については、２４時間制で記入してください。 

※ 常時２４時間開所している場合は、備考欄に「２４時間開所」と記入してください。 
＊なお、20：00 以降 6：00 までの時間帯に開所している施設は「ベビーホテル」と区分されています。 

（平成１３年３月２９日雇児発第１７７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「認可外保育施設に対する指導監督について」） 
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 ⌐ ∆╢ ─ ⅔╟┘ ⅝    

⑤ 保育従事者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─ ┘     
 

  

 

① 保育室の面積は、概ね乳幼児１人あたり１．６５

㎡以上あるか。 

 ＊月極契約乳幼児数に対して 

（    ）㎡／月極児（   ）人＝（     ） 

 

＊総乳幼児数に対して 

（    ）㎡／総児童（   ）人＝（     ） 

 

 

  

 ある・ない 

 

建築図面（平

面図） 

   

 

 ある・ない 

    

 

② 調理室（施設外調理等の場合にあっては必要な調

理機能）は、当該施設内にあって専用のものであるか。

または、施設外共同使用であるが、必要な時に利用で

きるか。 

 

 

ある・ない 

    

氏  名 年齢 

保育士資格

又は看護師

資格の有無 

(資格番号) 

常勤・ 

非常勤 

の別 

勤  務  時  間 

出    勤 

備 考      週の 

出勤日数 

休日勤務

の有無 

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

    ～    

 
注１ 経営者でも保育又は給食、調理に従事する場合は記入してください。また、調理を担当する者については、

備考に「調理」と記入してください。 

 ２ 資格については、幼稚園教諭免許のみ取得している者については、「資格」欄でなく「備考」欄にその旨

記入してください。ここには保育士又は看護師（准看護師を含む）資格を有する場合に記入してください。 

 ３ 常勤職員とは、就業規則等で定められた事業所の所定労働時間を通じて勤務する者のことをいいます。 

  （例：１日８時間×週５日＝週４０時間） 

 ４ 勤務時間については、２４時間制で記入し、主となる勤務時間について記入してください。 
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 ─ ┘

⅝  
 

 
 

 

  

③  調 理 室 （ も し く は 必 要 な 調 理 機 能 ）

は 、 乳 幼 児 が 保 育 室 か ら 簡 単 に 立 ち 入

る こ と が で き な い よ う 区 画 等 さ れ て い

る か 。  

 ※ 区 画 方 法 は 物 理 的 に 確 実 （ 容 易 に 動 か せ

な い ）、  

  安 全 （ 容 易 に 倒 れ な い ） で あ る こ と 。  

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

 

 

 

 

④  調 理 室 は 、衛 生 的 な 状 態 が 保 た れ て

い る か 。  

 

い る ・ い な い  

 

 

   

⑤  乳 児 の 保 育 を 行 う 場 所 は 幼 児 の 保

育 を 行 う 場 所 と 区 画 さ れ て い る か 。  

（ 区 画 方 法 ：            ） 

※ 区 画 方 法 は 物 理 的 に 確 実 で （ 容 易 に 動 か せ

な い ）、 安 全 （ 容 易 に 倒 れ な い ） で あ る こ と 。 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

⑥  採 光 が 確 保 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

⑦  換 気 が 確 保 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

⑧  乳 幼 児 用 ベ ッ ド の 使 用 に 当 た っ て

は 、 同 一 の 乳 幼 児 用 ベ ッ ド に ２ 人 以 上

の 乳 幼 児 を 寝 か せ て い な い か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

⑨  便 所 用 の 手 洗 い 設 備 が 設 け ら れ 、

衛 生 的 に 管 理   さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

    

⑩  便 所 は 、 保 育 室 及 び 調 理 室 と 区 画

さ れ 、 衛 生 上   問 題 は な い か 。  

 

 

あ る ・ な い  
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⑪  便 器 の 数 が 概 ね 幼 児 ２ ０ 人 に つ き

１ 以 上 あ る か 。  

 

 

あ る ・ な い  

 

    

 ⌐ ∆ ╢   
 

 
 

  

①  消 火 用 具 （ 消 火 器 等 ） は 設 置 さ れ

て い る か 。  

  ま た 、 消 火 器 は 有 効 期 限 を 超 過 し

て い な い か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

消 火 器 の

有 効 期

限 ・ 点 検

整 備 の 有

無 等 の 確

認  

 

   

 

②  職 員 が 消 火 用 具 の 設 置 場 所 及 び そ

の 使 用 方 法 を 知 っ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

 

 ⌐ ∆ ╢ ⅝   
 

 
 

  

 

③  非 常 口 は 、 火 災 等 非 常 時 に 乳 幼 児

の 非 難 に 有 効   な 位 置 に 、 適 切 に 設

置 さ れ て い る か 。  

  ま た 、 非 常 口 に 避 難 の 妨 害 と な る

設 備 を 設 け  

  、 又 は 物 品 を 放 置 し て い な い か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

い る ・ い な い  

 

避 難 経 路

の 確 認  

   

 

④  ３ ０ 人 以 上 の 施 設 に つ い て 、 非 常

災 害 に 対 す る 具 体 的 計 画 （ 消 防 計 画 ）

を 作 成 、 消 防 署 に 届 け 出 て い る か 。  

 

い る ・ い な い  

 

 

届 け 出 た

消 防 計 画  
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⑤  ３ ０ 人 未 満 の 施 設 に つ い て 、 災 害

の 発 生 に 備 え 、 緊 急 時 の 対 応 の 具 体 的

内 容 及 び 手 順 、 職 員 の 役 割 分 担 等 が 記

さ れ た 計 画 が 策 定 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

消 防 計 画

又 は 具 体

的 計 画  

 

   

 

⑥  防 火 管 理 者 の 選 任 、 届 出 が 行 わ れ

て い る か 。  

  ※ 定 員 ３ ０ 人 以 上 の 施 設 は 、 届 出

が 必 要 。  

   定 員 ３ ０ 人 以 下 の 施 設 に つ い て

も 、 届 出 が 望 ま  

   し い 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

届 け 出 た

防 火 管 理

者 の 選 任

届  

 

 

   

 

⑦  避 難 及 び 消 火 に 対 す る 訓 練 を 毎 月

１ 回 以 上 定 期 的 に 実 施 し 、 そ の 訓 練 の

結 果 を 記 録 し て い る か 。  

（ 直 近 の 訓 練 日 ：     年   月  

 日 ）  

 

 

い る ・ い な い  

 

避 難 及 び

消 火 に 対

す る 訓 練

実 施 記 録

等  

   

 ╩ ⌐ ↑ ╢ ─

 
 

 
 

 

  

 

＜ 保 育 室 が ２ 階 の 場 合 ＞  

 

①  保 育 室 そ の 他 乳 幼 児 が 出 入 り し 又

は 通 行 す る 場 所 に 、 乳 幼 児 の 転 落 事 故

を 防 止 す る 設 備 を 備 え て い る か 。  

 

 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

建 築 図 面  

（ 平 面

図 ）  
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②  耐 火 建 築 物 若 し く は 準 耐 火 建 築 物

又 は 乳 幼 児 の 避 難 に 適 し た 構 造 の 施 設

若 し く は 設 備 の い ず れ か を 満 た し て い

る か 。  

  い ず れ も 満 た さ な い 場 合 に お い て

は 、 指 導 監 督 基 準 第 ３ に 規 定 す る 設 備

の 設 置 及 び 訓 練 の 実 施 に 特 に 留 意 し て

い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

    

 ╩ ⌐ ↑ ╢ ─

⅝  
 

 
 

 

  

 

＜ 保 育 室 が ３ 階 の 場 合 ＞  

①  耐 火 建 築 物 で あ る か 。  

 

 

 

あ る ・ な い  

 

 

建 築 図 面  

（ 平 面

図 ）  

   

 

②  保 育 室 の 各 部 分 か ら 歩 行 距 離 ３ ０

ｍ 以 内 に 乳 幼 児 の 避 難 に 適 し た 構 造 の

施 設 又 は 設 備 が あ る か 。  

 

 

あ る ・ な い  

 

 

 

   

 

③  調 理 室 は 耐 火 構 造 の 床 も し く は

壁 、 又 は 防 火 戸 で 区 画 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

   

④  壁 及 び 天 井 の 室 内 に 面 す る 部 分 の

仕 上 げ を 不 燃 材 料 で 行 っ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

⑤  保 育 室 そ の 他 乳 幼 児 が 出 入 り し 又

は 通 行 す る 場 所 に 、 乳 幼 児 の 転 落 事 故

を 防 止 す る 設 備 を 備 え て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  
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⑥  非 常 警 報 器 具 又 は 非 常 警 報 設 備 及

び 消 防 機 関 へ の 通 報 設 備 （ 電 話 で 可 ）

が あ る か 。  

 

 

あ る ・ な い  

 

 

 

   

 

⑦  カ ー テ ン 、 敷 物 、 建 具 等 で 可 燃 性

の も の に つ い て 、 防 炎 処 理 が 施 さ れ て

い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

   

 

＜ 保 育 室 が ４ 階 以 上 の 場 合 ＞  

①  耐 火 建 築 物 で あ る か 。  

 

 

 

あ る ・ な い  

 

 

建 築 図 面  

（ 平 面

図 ）  

   

 

②  保 育 室 の 各 部 分 か ら 歩 行 距 離 ３ ０

ｍ 以 内 に 乳 幼 児 の 避 難 に 適 し た 構 造 の

施 設 又 は 設 備 が あ る か 。  

 

 

あ る ・ な い  

 

    

 

③  調 理 室 は 耐 火 構 造 の 床 も し く は

壁 、 又 は 防 火 戸 で 区 画 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

    

 

④  壁 及 び 天 井 の 室 内 に 面 す る 部 分 の

仕 上 げ を 不 燃 材 料 で 行 っ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

    

 

⑤  保 育 室 そ の 他 乳 幼 児 が 出 入 り し 又

は 通 行 す る 場 所 に 、 乳 幼 児 の 転 落 事 故

を 防 止 す る 設 備 を 備 え て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  
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 ╩ ⌐ ↑ ╢ ─

⅝  
 

 
 

 

  

 

＜ 保 育 室 が ４ 階 以 上 の 場 合 ＞  

⑥  非 常 警 報 器 具 又 は 非 常 警 報 設 備 及

び 消 防 機 関 へ の 通 報 設 備 （ 電 話 で 可 ）

が あ る か 。  

 

 

 

あ る ・ な い  

 

    

 

⑦  カ ー テ ン 、 敷 物 、 建 具 等 で 可 燃 性

の も の に つ い て 、 防 炎 処 理 が 施 さ れ て

い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

    

   
 

 
 

  

 

①  児 童 一 人 一 人 の 心 身 の 発 育 や 発 達

の 状 況 を 把 握 し 、 乳 幼 児 の 安 全 で 清 潔

な 環 境 や 健 康 的 な 生 活 リ ズ ム （ 遊 び 、

運 動 、 睡 眠 等 ） に 十 分 配 慮 が な さ れ た

保 育 計 画 を 定 め て い る か 。  

※ 月 極 契 約 を 行 う 施 設 に つ い て は 週 案 、 月

案 、 年 案 を 作 成 す る こ と 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

デ イ リ ー

プ ロ グ ラ

ム 、 保 育

計 画 （ 週

案 、月 案 、

年 案 ）  

 

   

 

②  乳 幼 児 が 安 全 で 清 潔 な 環 境 の 中

で 、 遊 び 、 運 動 、 睡 眠 等 を バ ラ ン ス よ

く 組 み 合 わ せ た 健 康 的 な 生 活 リ ズ ム が

保 た れ る よ う に 、 十 分 に 配 慮 が な さ れ

た 保 育 計 画 を 定 め 実 行 し て い る か 。  

 

 い る ・ い な

い  

 

 

デ イ リ ー

プ ロ グ ラ

ム 、 保 育

計 画 （ 週

案 、月 案 、

年 案 ）  
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③  カ リ キ ュ ラ ム が 、 乳 幼 児 の 日 々 の

生 活 リ ズ ム に 沿 っ て 設 定 さ れ て い る

か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

デ イ リ ー

プ ロ グ ラ

ム 、 保 育

計 画 （ 週

案 、月 案 、

年 案 ）  

 

   

 

④  必 要 に 応 じ 入 所 乳 幼 児 に 入 浴 又 は

清 拭 を し 、 身 体 の 清 潔 が 保 た れ て い る

か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  沐 浴 、 外 気 浴 、 遊 び 、 運 動 、 睡 眠

等 に 配 慮 し て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  外 遊 び な ど 、 戸 外 で 活 動 で き る 環

境 が 確 保 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  漫 然 と 乳 幼 児 に テ レ ビ を 見 せ 続 け

る な ど 、乳 幼 児 へ の 関 わ り が 少 な い「 放

任 的 」 な 保 育 に な っ て い な い か 。  

 

 

い る ・ い な い  
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 ⅝     
 

  

 

⑧  必 要 な 遊 具 、 保 育 用 品 を 備

え 、 衛 生 的 に   管 理 し て い る

か 。  

  ま た 、大 型 遊 具 に つ い て 、安

全 性 に 問 題 は な い か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

あ る ・ な い  

 

消 毒 の 記 録 等  

 

点 検 結 果 の 記

録 等  

 

   

 

⑨  乳 幼 児 の 最 善 の 利 益 を 考 慮

し 、保 育 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と

し て 、 適 切 な 姿 勢 で あ る か 。  

特 に 、施 設 の 運 営 管 理 の 任 に あ た

る 施 設 長 に つ い て は 、そ の 職 責 に

か ん が み 、資 質 の 向 上 、適 格 性 が

確 保 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

研 修 報 告 書 、研

修 資 料 等  

   

 

⑩  保 育 所 保 育 指 針 を 理 解 す る

機 会 を 設 け る な ど 、保 育 従 事 者 の

人 間 性 と 専 門 性 の 向 上 を 図 る よ

う に 努 め て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

保 育 所 保 育 指

針  

   

 

⑪  乳 幼 児 に 身 体 的 苦 痛 を 与 え

る こ と や 、人 格 を 辱 め る こ と が な

い な ど 、乳 幼 児 の 人 権 に 十 分 配 慮

が な さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  
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⑫  児 童 の 身 体 及 び 保 育 中 の 様

子 等 か ら 虐 待 が 疑 わ れ る 場 合 に 、

児 童 相 談 所 等 の 専 門 的 機 関 と 連

携 す る な ど の 体 制 に つ い て 配 慮

し て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

連 絡 先 一 覧 表  

   

 

⑬  連 絡 帳 又 は こ れ に 代 わ る 方

法 に よ り 、保 護 者 か ら は 家 庭 で の

乳 幼 児 の 様 子 を 、施 設 か ら は 施 設

で の 乳 幼 児 の 様 子 を 連 絡 し て い

る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

連 絡 帳  

   

 

⑭  保 護 者 と の 緊 急 時 の 連 絡 体

制 は 整 備 さ れ 、全 て の 保 育 従 事 者

が 容 易 に 分 か る よ う に さ れ て い

る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

連 絡 先 一 覧 表  

   

 

⑮  保 護 者 や 利 用 希 望 者 等 か ら

乳 幼 児 の 保 育 の 様 子 や 施 設 の 状

況 を 確 認 す る 要 望 が あ っ た 場 合

に は 、乳 幼 児 の 安 全 確 保 等 に 配 慮

し つ つ 、保 育 室 な ど の 見 学 が 行 え

る よ う に 適 切 に 対 応 し て い る か 。  

 

 

 

 

 

 

い る ・ い な い  
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①  実 施 状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給 食 業 者 名 ・ 価 格  

(業 者 名 ：     )  

(価 格 ： １ 食    円 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  食 器 や 哺 乳 び ん 及 び ふ き ん 、

ま な 板 、な べ 等 は 十 分 に 殺 菌 し た

も の を 使 用 し て い る か 。  

ま た 、哺 乳 ビ ン は 使 用 す る ご と に

よ く 洗 い 、 殺 菌 し て い る か 。  

（ 殺 菌 方 法 －       ）  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

   

 

③  調 理 室 は 清 潔 に 保 た れ て い

る か 。  

 

い る ・ い な い  

 

 

   

区     分  朝    食  昼    食  夕    食  お  や  つ  

乳     児  有   ・   無  有   ・   無  有   ・   無  有   ・   無  

幼     児  有   ・   無  有   ・   無  有   ・   無  有   ・   無  

 

保 育 施 設 で の 調

理  
有   ・   無  有   ・   無  有   ・   無  有   ・   無  

調 理 無 の 場 合         

保 護 者 持 込 の 弁 当・  業 者 納 入 の 弁 当  ・社 員 食 堂 (病

院 の 給 食 部 門 )  

 で 調 理  

調 理 有 の  

場 合  

献     

立  

有（ 作 成 者                  ）・   

無  
有   ・   無  
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④  調 理 方 法 は 衛 生 的 で あ る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

 

⑤  配 膳 が 衛 生 的 で あ る か 。  

 

 

あ る ・ な い  

 

 

   

 

⑥  食 事 時 、 食 器 類 や 哺 乳 び ん

は 、乳 幼 児 や   保 育 従 事 者 の 間

で 共 用 さ れ て い な い か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

   

 

⑦  原 材 料 、調 理 済 み 食 品（ 持 参

に よ る 弁 当 、仕 出 し 弁 当 、離 乳 食

を 含 む ）に つ い て 腐 敗 、変 質 し な

い よ う に 冷 凍 又 は 冷 蔵 設 備 等 を

利 用 す る 等 適 当 な 措 置 を 講 じ て

い る か 。  

（ 保 管 場 所 ：         ）  

 ※ 給 食 を 施 設 内 で 調 理 し て い る 場

合 、保 存 食（ － ２ ０ ℃ 以 下 ・ ２ 週 間 以

上 ） を 実 施 す る こ と 。  

 食 中 毒 が 発 生 し た 場 合 に そ の 原 因

を 見 つ け る た め の も の で あ る た め 、食

材 及 び 調 理 後 の 完 成 品 の そ れ ぞ れ に

つ い て 、検 査 サ ン プ ル と し て 十 分 な 分

量 （ 概 ね ５ ０ グ ラ ム ） の 保 存 が 必 要 。 

 

 

 

 

 

 

 い る ・ い な

い  
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 ⅝     
 

  

 

⑧  乳 児 の 食 事 を 幼 児 の 食 事 と

区 別 し て 実 施 し て い る か 。

 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

   

 

⑨  児 童 の 年 齢 や 発 達 、健 康 状 態

（ ア レ ル ギ ー 疾 患 等 を 含 む ）に 配

慮 し た 食 事 内 容 と な っ て い る か 。

 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

ア レ ル ギ ー へ

の 対 応 方 法 の

確 認  

 

 

   

 

⑩  市 販 弁 当 等 の 場 合 乳 幼 児 に

適 し た 内 容 で あ る か 。  

 

 

あ る ・ な い  

 

 

   

 

⑪  乳 児 に ミ ル ク を 与 え た 場 合

は 、ゲ ッ プ を さ せ る な ど の 授 乳 後

の 処 置 が 行 わ れ て い る か 。  

  ま た 、離 乳 食 摂 取 後 の 乳 児 に

つ い て も 食 事 後 の 状 況 に 注 意 が

払 わ れ て い る か 。  

 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

   

 

⑫  献 立 は 食 事 摂 取 基 準 、乳 幼 児

の 嗜 好 を 踏 ま え 、 変 化 に 富 み 、 栄

養 量 の あ る も の と な っ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

献 立 表  
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⑬  調 理 は 、あ ら か じ め 作 成 し た

献 立 に 従 っ て 行 っ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

ה      
 

  

 

①  登 園 の 際 、健 康 状 態 の 観 察 及

び 保 護 者 か ら の 乳 幼 児 の 報 告 を

受 け て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

連 絡 帳 等  

 

   

 

②  降 園 の 際 、登 園 時 と 同 様 の 健

康 状 態 の 観 察 が 行 わ れ て い る か 。

保 護 者 へ 乳 幼 児 の 状 態 を 報 告 し

て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

連 絡 帳 等  

 

   

 

③  身 長 や 体 重 の 測 定 な ど 、基 本

的 な 発 育 チ ェ ッ ク を 毎 月 定 期 的

に 行 っ て い る か 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い る ・ い な い  

 

発 育 チ ェ ッ ク

表 等  
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ה  ⅝     
 

  

 

④  乳 幼 児 の 健 康 状 態 の 確 認 の

た め 、入 所 児 の 健 康 診 断 は な る べ

く 入 所 決 定 前 に 実 施 し 、未 実 施 の

場 合 は 入 所 後 直 ち に 行 っ て い る

か 。  

ま た 、 そ の 結 果 を 保 存 し て い る

か 。  

あ る い は 、保 護 者 か ら 健 康 診 断 の

結 果 の 提 出 を 受 け 、そ れ ら を 保 存

し て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

健 康 診 断 書  

   

 

⑤  乳 幼 児 に つ い て 、１ 年 に ２ 回

の 健 康 診 断 が 実 施 さ れ て い る か 。

ま た 、 そ の 結 果 を 保 存 し て い る

か 。  

（ 直 近 ２ 回 の 診 断 日      

     令 和   年  月  日 ）  

 施 設 で 健 康 診 断 を 直 接 実 施 で

き な い 場 合 は 、保 護 者 か ら 母 子 健

康 手 帳 の 写 し や 健 康 診 断 書 を 提

出 し て も ら い 、そ れ ら を 保 存 し て

い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

健 康 診 断 書  

 

 

 

 

母 子 手 帳 の 写

し  

 

   

⑥  入 所 後 の 乳 幼 児 の 体 質 、か か

り つ け 医 の 確 認 、緊 急 時 に 備 え た

保 育 施 設 付 近 の 病 院 関 係 の 一 覧

を 作 成 し 、全 て の 保 育 従 事 者 へ の

周 知 が 行 わ れ て い る か 。  

 

い る ・ い な い  

 

 

 

 

一 覧 表  
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⑦  職 員 の 健 康 診 断 を 採 用 時 及

び １ 年 に １ 回 実 施 し 、そ の 結 果 を

保 存 し て い る か 。  

 （ 直 近 の 診 断 日： 年  月  日 ） 

 

 

い る ・ い な い  

 

 

 

健 康 診 断 書  

 

   

 

⑧  調 理 関 係 職 員 （ 調 乳 や 、離 乳

食・お や つ 等 の 調 理 に 携 わ る 職 員

を 含 む ）の 検 便 を 概 ね 月 １ 回 実 施

し 、 そ の 結 果 を 保 存 し て い る か 。  

（ 直 近 の 診 断 日 ：  年  月  日 ）  

 

い る ・ い な い  

 

 

検 便 実 施 結 果

通 知 書  

   

 

⑨  日 々 の 保 育 に 必 要 な 医 薬 品

等 が 確 保 さ れ て い る か 。 （ 体 温

計 、 水 枕 、 消 毒 薬 、 絆 創 膏 類 ）  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

 

⑩  感 染 症 に か か っ て い る 、ま た

は そ の 疑 い が あ る 児 童 に つ い て 、

か か り つ け 医 の 指 示 に 従 う よ う

保 護 者 に 指 示 し て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

   

 

⑪  再 登 園 時 に は 、か か り つ け 医

と の や り と り を 記 載 し た 書 面 の

提 出 な ど に つ い て 、保 護 者 の 理 解

と 協 力 を 求 め て い る か 。  

 

 

 

 

 

い る ・ い な い  

 

治 癒 証 明 書 等  
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ה  ⅝     
 

  

 

⑫  歯 ブ ラ シ 、 コ ッ プ 、 タ オ ル 、

ハ ン カ チ な ど は 、一 人 一 人 の も の

が 準 備 さ れ て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

    

 

⑬  睡 眠 中 の 乳 幼 児 の 顔 色 や 呼

吸 の 状 態 を き め 細 か く 観 察 し 、記

録 し て い る か 。  

 

 ※ 記 録 者 は 署 名 又 は 押 印 を す る こ

と 。  

 明 る さ （      ｌ ｘ ）  

 

い る ・ い な い  

午 睡 チ ェ ッ ク

表  

午 睡 を し て い

る 部 屋 の 明 る

さ 、午 睡 チ ェ ッ

ク の 方 法 、午 睡

中 の 職 員 の 配

置 体 制 の 確 認

等  

   

 

⑭  乳 児 を 寝 か せ る 場 合 に は 、仰

向 け に 寝 か せ て い る か 。 ま た 、 乳

児 突 然 死 症 候 群 へ の 配 慮 は で き

て い る か 。  

 医 学 上 の 理 由 で 医 師 か ら 勧 め

ら れ て い る た め う つ ぶ せ 寝 を 行

っ て い る 場 合 に は 、入 所 時 に 保 護

者 か ら の 申 し 出 に よ っ て い る か 。

 

 

い る ・ い な い  

 

午 睡 チ ェ ッ ク

表  

 

 

 

  

 

⑮  保 育 室 で は 禁 煙 を 厳 守 し て

い る か 。  

 

 

 

 

い る ・ い な い  
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⑯  乳 幼 児 の 安 全 の 確 保 に 配 慮

し た 保 育 を 実 施 し て い る か 。  

  ま た 、 施 設 内 で の 事 故 （ 病

気 ・ け が 等 ） 発 生 時 、 適 切 に 対 応

し て い る か 。  

（ 対 応 方 法 ）  

 病 気 （           ）  

 け が （           ）  

 ※ 事 故 時 の 対 応 に つ い て は 、事

故 対 応 マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 、職 員

間 で 共 有 す る こ と が 必 要 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

ヒ ヤ リ ハ ッ ト

の 記 録 、事 故 報

告 、事 故 対 応 マ

ニ ュ ア ル 等  

 

   

 

⑰  施 設 内 外 に 危 険 な 場 所 や 設

備 は な い か 。  

あ る 場 合 、事 故 防 止 の た め の 適 切

な 処 置 を 施 し て い る か 。  

（ 処 置 内 容 －         ）  

 

い る ・ い な い  

 

 

   

 

⑱  プ ー ル 活 動 や 水 遊 び を 行 う

場 合 は 、監 視 体 制 の 空 白 が 生 じ な

い よ う 、専 ら 監 視 を 行 う 者 と プ ー

ル 指 導 等 を 行 う 者 を 分 け て 配 置

し 、そ の 役 割 分 担 を 明 確 に し て い

る か 。  

 

 

 

 

 

 

 

い る ・ い な い  

 

プ ー ル 活 動 実

施 マ ニ ュ ア ル 、

プ ー ル 活 動 実

施 記 録 等  
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ה  ⅝     
 

  

 

⑲  児 童 の 食 事 に 関 す る 情 報 や

当 日 の 子 ど も の 健 康 状 態 を 把 握

し 、誤 嚥 等 に よ る 窒 息 の リ ス ク と

な る も の を 除 去 し て い る か 。  

（ 方 法 －           ）  

 

 

い る ・ い な い  

 

食 事 対 応 マ ニ

ュ ア ル 等  

   

 

⑳  食 物 ア レ ル ギ ー の あ る 子 ど

も に つ い て は 生 活 管 理 指 導 表 等

に 基 づ い て 対 応 し て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

食 事 対 応 マ ニ

ュ ア ル 、生 活 管

理 指 導 表 等  

   

 

㉑  窒 息 の 可 能 性 の あ る 玩 具 、小

物 等 が 不 用 意 に 保 育 環 境 下 に 置

か れ て い な い か な ど に つ い て 、保

育 室 内 及 び 園 庭 内 の 点 検 を 定 期

的 に 実 施 し て い る か 。  

 

 

い る ・ い な い  

 

点 検 結 果 の 記

録 等  

   

 

㉒  不 審 者 の 立 入 防 止 な ど の 対

策 や 緊 急 時 に お け る 児 童 の 安 全

を 確 保 す る 体 制 を 整 備 し て い る

か 。  

（ 方 法 －           ）  

 

 

い る ・ い な い  

 

緊 急 時 対 応 マ

ニ ュ ア ル 等  

   

 

㉓  事 故 発 生 時 に 適 切 な 救 命 処

置 が 可 能 と な る よ う 、訓 練 を 実 施

し て い る か 。技 の 訓 練 の 実 施 が 必 要 。 

 

い る ・ い な い  

 

 

救 命 処 置 の 訓

練 実 施 記 録 等  
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㉔  保 険 (児 童 に 関 す る も の ） に

加 入 し て い る か 。  

 保 険 の 種 類 （        ）  

 保 険 の 内 容 （        ）  

保 険 金 額  （          ）  

 

 

い る ・ い な い  

 

 

保 険 証 書 、契 約

書 の 写 し  

   

 

㉕  事 故 発 生 時 に は 速 や か に 市

に 報 告 し て い る か 。  

 

い る ・ い な い  

 

事 故 報 告 書  

   

 

㉖  死 亡 事 故 等 の 重 大 事 故 が 発

生 し た 施 設 に お い て 、当 該 事 故 と

同 様 の 事 故 の 再 発 防 止 策 及 び 事

故 後 の 検 証 結 果 を 踏 ま え た 措 置

を と っ て い る か 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い る ・ い な い  
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⌐ ∆ ╢ ─   
 

 
 

  

①  提 供 す る サ ー ビ ス 内 容 を 利 用 者 の

見 や す い と こ ろ に 掲 示 し て い る か 。  

１  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 施 設 の

管 理 者 の 氏 名  

２  建 物 そ の 他 の 設 備 の 規 模 及 び 構 造  

３  施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  

４  事 業 を 開 始 し た 年 月 日  

５  開 所 し て い る 時 間  

６  提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 及 び 当 該

サ ー ビ ス の 提 供 に つ き 利 用 者 が 支 払 う

べ き 額 に 関 す る 事 項 並 び に こ れ ら の 事

項 に 変 更 を 生 じ た こ と が あ る 場 合 に あ

っ て は 当 該 変 更 の う ち 直 近 の も の の 内

容 及 び そ の 理 由  

７  入 所 定 員  

８  保 育 士 そ の 他 の 職 員 の 配 置 数 又 は

そ の 予 定  

９  保 育 す る 乳 幼 児 に 関 し て 契 約 し て

い る 保 険 の 種 類 、 保 険 事 故 及 び 保 険 金

額  

1 0  提 携 し て い る 医 療 機 関 の 名 称 、 所

在 地 及 び 提 携 内 容  

1 1  緊 急 時 等 に お け る 対 応 方 法  

1 2  非 常 災 害 対 策  

1 3  虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る

事 項  

1 4  設 置 者 が 過 去 に 事 業 停 止 命 令 又 は

施 設 閉 鎖 命 令 を 受 け た か 否 か の 別 （ 受

け た こ と が あ る 場 合 に は 、 そ の 命 令 の

内 容 を 含 む 。 ）  

 

い る・い な い  

 

 

掲 示 物  

実 際 の 掲

示 場 所 の

確 認  
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②  利 用 者 と 利 用 契 約 が 成 立 し た と

き 、 そ の 利 用 者 に 対 し て 契 約 内 容 を 記

載 し た 書 面 等 を 交 付 し て い る か 。  

１  設 置 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 名 称 及

び 所 在 地  

２  当 該 サ ー ビ ス の 提 供 に つ き 利 用 者

が 支 払 う べ き 額 に 関 す る 事 項  

３  施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  

４  施 設 の 管 理 者 の 氏 名 及 び 住 所  

５  当 該 利 用 者 に 対 し 提 供 す る サ ー ビ

ス の 内 容  

６  保 育 す る 乳 幼 児 に 関 し て 契 約 し て

い る 保 険 の 種 類 、 保 険 事 故 及 び 保 険 金

額  

７  提 携 す る 医 療 機 関 の 名 称 、 所 在 地

及 び 提 携 内 容  

８  利 用 者 か ら の 苦 情 を 受 け 付 け る 担

当 職 員 の 氏 名 及 び 連 絡 先  

 

※ 記 載 内 容 を 網 羅 し て い れ ば 、 ど の よ う な 様

式 で も よ い 。  

 

 

い る・い な い  

 

実 際 に 使

用 し て い

る 書 式  

 

   

 

③  利 用 予 定 者 か ら 申 込 み が あ っ た 場

合 、 施 設 で 提  供 す る サ ー ビ ス を 利 用

す る た め の 契 約 の 内 容 等  に つ い て 、

説 明 し て い る か 。  

 

 

 

 

 

い る・い な い  

    



 - 29 - 

 ⅎ ╢   
 

 
 

  

①  職 員 の 氏 名 、 連 絡 先 、 保 育 士 又 は

看 護 師 、 准 看 護 師 資 格 を 有 す る 者 に つ

い て 、 そ れ を 証 明 す る 書 類 （ 写 し ） 、

採 用 年 月 日 等 を 記 入 し た 帳 簿 を 備 え て

い る か 。  

 

 

い る・い な い  

 

関 係 帳

簿 、 資 格

証 明 書

（ 写 し ）  

   

②  労 働 基 準 法 等 の 他 法 令 に 基 づ き 、

各 事 業 場 ご と に 備 え 付 け が 義 務 付 け ら

れ て い る 帳 簿 等 が あ る か 。  

・ 労 働 者 名 簿 （ 労 基 法 1 0 7条 ）  

・ 賃 金 台 帳 （ 労 基 法 1 0 8条 ）  

・ 雇 用 、 解 雇 、 災 害 補 償 、 賃 金 そ の 他

労 働 関 係 に 関 す る 重 要 な 書 類 の 保 存 義

務 （ 労 基 法 1 0 9条 ）  

 

 

あ る ・ な い  

 

 

関 係 帳 簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  在 籍 乳 幼 児 及 び 保 護 者 の 氏 名 、 乳

幼 児 の 生 年 月 日 及 び 健 康 状 態 、 保 護 者

の 連 絡 先 、 乳 幼 児 の 在 籍 記 録 並 び に 契

約 内 容 等 が 確 認 で き る 書 類 が 整 備 さ れ

て い る か 。  

 

 

い る・い な い  

 

関 係 帳 簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 評 価 基 準 Ａ と は 、 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 基 準 を 満 た し て い る 事 項 の

こ と を い う 。  

※ 評 価 基 準 Ｂ と は 、認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 基 準 を 満 た し て は い な い が 、

比 較 的 軽 微 な 事 項 の こ と を い う 。  

※ 評 価 基 準 Ｃ と は 、 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 基 準 を 満 た し て い な い 事 項

で 、 Ｂ 以 外 の 事 項 の こ と を い う 。  

 

 


